
（9） 

公共性の現在を理解するために 

今出 敏彦 
 
１．はじめに  
・公共性を巡る近年の言説―90年代の日本における二つの流れ 
 「公共性」と言えば、「滅私奉公」や「公共の福祉」等、人々に受忍を強いる官製用

語とみなされてきたが、90 年代に入って、この言葉が肯定的な意味で、しかも積極的
に用いられるようになった。その理由には、第一に、すでに 60 年代末以降の住民運動
や市民運動という形で、国家が公共性を独占することへの批判が提起され、この問題意

識が、バブル崩壊の後に国家の財政破綻が露呈されるにつれて、広く一般に共有される

ようになったことである。そして、第二には、ボランティア活動団体、NPO(非営利組
織)、NGO（非政府組織）等、市民による自発的なアソシエーション形成に注目が集ま
ったことが挙げられる。このような動きから、国家や市場社会とは違う、「市民社会」

（civil society）の独自な意義が注目され、国家の独占から「公共性」を定義する権利の
返還が要求され始めている。 
 他方、90 年代には、こうした市民的公共性とは明らかに別種の「公共性」論1が台頭

してきた。それは、「公共性」を共同体の延長上に置き、「国民共同体」と解釈するもの

である。彼らの主張によれば、「公共性」は、戦後社会における個人主義の野放図な進

展によって破綻したのであり、これに対抗するためには、国家の主導によって「祖国の

ために死ねる」覚悟を持つ公民としての徳性を、国民に対して積極的に植え付けなけれ

ばならないという。彼らは、英米での共同体主義の用語を援用し、自らを「共和主義」

と称するが、多文化主義を積極的に擁護する共同体主義とは異なり、国民共同体の再統

合を標榜するネオ・ナショナリズム（新保守主義）と呼ばれるべきものである。このよ

うな新保守主義者によって主張される「公共性」論は、公共性を国益と同一視し、「グ

ローバリゼーションの条件のもとで日本が国際競争＝『経済戦争』に勝ちぬくことを求

める経済的なナショナリズムと親和的な関係にある2」という。 
以上のように、近年の日本における公共性を巡る言説には、全く相反するものがあり、

いたずらに混乱させないために、公共性概念の基本的特徴を纏めておきたい。 
 
・公共性概念の基本的特徴と根本的な問い 
 公共性はドイツ語では“Öffentlichkeit”と表現されるが、この言葉の概念史によれば、
18世紀後半にこの“Öffentlichkeit”は形成され、本質的に二つの意味上の膨張において構
成されたという3。第一は、1７世紀の近代的国家法の発展のために「国家的」“staatlich”
という意味を受け取ったこと。第二に、この言葉は、18 世紀末に、啓蒙の理性的要求
の中へ入っていったということである。さらに、ドイツ語の“Öffentlichkeit”には、政治
―社会的な様相と並んで、「可視的知的な様相」“visuellintellektuellen Aspekt”を包含して
おり、その様相のために、常に固有の両義性が与えられている。このように、一つの言

葉で同時に様々な意味を持つ概念を扱う際に、それらの概念が相互に関連するならば、
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その緊張状態の中に、固有の問題意識が表現される。公共性という言葉の根本的な問い

は、そのときどきの反対概念との関係、とりわけ秘密(Geheimnis)との関係によって、一
貫して措定されている4。 
 一般的に公共性という言葉が用いられる際の主要な意味のスペクトルは、三つに大別

される5。第一に、国家に関係する「公的な」（official）ものという意味である。これに
対比されるのは、「民間の、私人の」活動である。第二に、全ての人々に「共通の」（common）
ものという意味である。これに対比されるのは、「固有の」（particular）ものである。第
三に、「開かれている」（open）ことである。これとの対比は、秘密の（secret）もので
ある。 
しかし、公共性という言葉の多義性を踏まえると6、これら三つだけではなく、上述

の「可視的知的な様相」も加えられるべきである。「というのも、公的という言葉には、

従来、事物の明証性は、その公的な顕現（Manifestation）に基づかねばならないという
考え方と密接に結び付いていた」からであり、この明証性の様相は、アリストテレスの

paneron に由来し、古代ギリシア人の宗教的経験と深く結び付いていたのである7。「真

理の認識のためには、遮られることのない明証性の中で顕現した現象の本質の認識が必

要である。他の場合には、見ることと理解することとの間で、人間を不幸に突き落とす

深淵が開かれる可能性が生じる。このことは、神の意志に反したオイディプスの悲劇的

な幻惑（Verblendung）の認識論的な背景となっている。paneros のような表現は、明証
性の多義性を通して、ソフォクレスやエウリピデスによって体系的に述べられた意味の

両義性を受け取った。つまり、人間の幻惑を言語で理解可能にしたのである8」（下線は

引用者）。 
ここに、公共性概念の最も厄介な側面が要約されている。つまり、公共性の明証性は、

自らの存在証明である明証性そのものによって、自らに内在する深淵を暴露してしまう

ということである。これは、一旦定立された「公共的なるもの」を絶えず自己批判し、

それに内在する自己欺瞞、意識的嘘を明らかにする力を持つということである。これを

公共性概念に内在する「明証性の逆説」と呼びたいと思う。 
以上、公共性を巡る最近の言説の活況と混乱状況を概観し、続いて公共性の基本的な

特徴を述べた。本論の主題は、公共性概念の歴史的生成を踏まえた現在を我々なりに把

握することであるが、とりわけ、公共性概念の明証性の様相を手掛かりにして、ハーバ

ーマスとアーレントの公共性概念を比較検討する。この作業を通じて、公共性の現在に

ついて検討してみたい。 
 
２．公共性の条件と近代の「公共性」の定義 
・公共性と共同体 
 公共性という言葉が多義的であり、混乱を生じやすい概念であることは、確認出来た

と思う。ここでは、公共性が何ではないのかを明確にしつつ、公共性の条件を確認した

い。その際、最も注意を要するのが、共同体との相違である9。第一に、共同体は閉じ

た領域をつくるのに対し、公共性は、「開かれている」（open）ことをその条件としてい
る。第二に、共同体は、宗教的価値や道徳的価値あるいは文化的価値など、共同体の統
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合にとって本質的とされる価値を構成員が共有することが条件であるが、公共性は、

人々の抱く価値や意見が互いに異質なものであること、つまり、「複数性」（plurality）
を条件としている。第三に、共同体は、その統合のメディアを構成員の内面的な情念（愛

国心・同胞愛等）に大きく依存しているが、公共性のメディアは、人々の間に起こる出

来事への「関心」（interest）―間にある“inter-est”―を巡って営まれるコミュニケーショ
ンである10。 
 以上のように、「開かれていること」や、「複数性」、そして「関心」に基づくコミュ

ニケーションを条件とする公共性は、共同体と区別されるべきである。しかしながら、

公共性もまた、排除の力を持っていることは事実である。実際、公共性への参加資格は、

教養と財産を持つ男性に限られたこと（ハーバーマス）、私的なもの、社会的なものを

排除したもの（アーレント）、公用語（キムリッカ）等によって制限され、「万人に開か

れたもの」という理想には程遠い。加えて、公共性は、何を「私的なもの」として定義

するかによって反証的に定義されることから、「公私の区別をわきまえ、公共の場に相

応しいテーマを語らなければならないという暗黙の規範的要求11」という側面を持って

いる。この点には注意が必要である。 
 
・近代の「公共性」の定義 
 このような「暗黙の規範的要求」が決定的であったのが、近代の「公共性」の定義で

あろう。そして、その主眼は,宗教や信仰に関する事柄を「私事化」（privatization）する
ことによって、それらを公共の争点から除去することであったという12。この点に関し

て、齋藤氏は、次のように述べている。「近代の『公共性』は、多くのテーマを『私的

なもの』とすることによって自らを定義してきたのである。このことは、逆にいえば、

公私を分ける境界線は言説に依存する流動的なものであり、言説以前のもの、政治以前

のものではないということを意味している13」。 
齋藤氏のこの発言には、二つの意味があるように思われる。第一は、公共性とは、公

的な事柄のみに関わるのではなく、公私の境界を巡る言説の政治が繰り広げられる空間

であり、そもそも「何が公共的なテーマかはコミュニケーションに先行して決定されて

いるわけではない」ということである。このことから、「私的なもの」を「公的なもの」

へ再定義する可能性が開かれるという指摘は重要であろう。第二は、しかしながら、何

が公共的なテーマか決まっていないということは、公私の区別の再定義という可能性だ

けでなく、公私の区別の意義そのものが自明のものではなくなっていることを意味して

いる。このようなアポリアは、公私の区別それ自体への不信から、公共性概念そのもの

を忌避する危険を孕んでいるように思われる（後述）。 
 
３．公共性の再定義（１）－公共性の復権 
・危険な空間としての公共性 

19世紀半ばからおよそ一世紀の間、公共性はネガティブに捉えられて来たと言える。
それは、ハイデガーの「世人」（das Mann）に象徴されるように、本来、民主的な法治
国家の組織原理である公共性が凋落してしまった様子が明らかになったからである。し
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かし、これに反して、大戦下のドイツでは、公共性が大衆動員の空間となってしまった

ことが現実に立証された14。公共性は、一方で脱―政治化、他方で超―政治化という両
極化の危険を孕んだ空間と見なされていた。 
 
・公共性の復権 
 以上のような、公共性へのネガティブな意味を大きく変化させたものとして、ハン

ナ・アーレントの『人間の条件』とユルゲン・ハーバーマスの『公共性の構造転換』は、

公共性を復権させる企図として、様々な学問分野で参照されている。両者は公共性の出

発点を、一方は古代ギリシア・ポリスに求め、他方は近代市民社会に求めており、それ

らの区別は明確にしなければならないが、両者が公共性の復権に際して、その模範とし

ているものが、カントの啓蒙の理念、特に「理性の公共的使用」の意義についてである。

カントは、「思考の方向を定めるとは何か15」の中で、「理性の公共的な使用」について

述べている。「人間からその思考を公共的に伝える自由を奪う外的な権力は、同時にそ

の人の思考する自由をも奪うといって差し支えない。この思考する自由は、市民生活に

おいて私たちに残されている唯一の財産であり、これによってのみ、現状におけるすべ

ての害悪に対する療法をこうじることが可能となる16」。カントにとって、公権力は、本

来の意味での公共性ではなく、しかも、理性を公共的に使用するということは、共同体

の他者に向けて発言することであり、それは当然、自らの共同体の利害に反することで

あっても擁護されるべきものなのである。カントの公共性は「共同体を超えて語るコミ

ュニケーション的自由の実践」を支持するものであるといえよう。このコミュニケーシ

ョン的自由の実践こそ、ハーバーマスやアーレントが公共性の復権を企図した際の核と

なるものである。では、以下に、アーレントの公共性概念の概観し、次いでハーバーマ

スのそれへの批判を確認し、公共性を巡る問題を考えたい。 
 
・アーレントの公共性概念について17 
 アーレントの公共性概念は、「行為」（action）と「公的なもの」（the public）によって
特徴付けられている。アーレントの行為概念は、他者との共生と密接に関連しており、

他者との共生の中で各個人のユニークな個性が発揮される在り方が、「公的なもの」な

のである。アーレントは公共性概念を古代ギリシアの都市国家ポリスを模範として議論

を展開する。古代ギリシアの都市国家では、自由な市民によって構成されたポリスの生

活圏（公的領域）と各個人に固有な家族の生活圏（私的領域）が明確に区別されていた。

従って、アーレントにとって、自由であるということは、人々が共に語り行為する公的

＝政治的生活を意味している。彼女の公共性概念の眼目は、人間の自由が実現し、一人

一人のユニークな個性が十全に発揮されることであり、彼女はその達成を公的自由や公

的幸福と呼ぶ。「公的なもの」とは決して全体の利益を優先させるものではなく、人間

の個性を輝かせるものであり、「公的なもの」は人間の自由と密接に関わるものである。 
 
・ハーバーマスの批判 
 確かに、明確に「公」と「私」を区別し、公共性を言語活動的コミュニケーションに
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限定する、アーレントの公共性概念は、古典的理論に固執したものであり、あまりにも

理想主義的で、現実への適用可能性に乏しいとする批判も多く存在する18。しかし、彼

女の公共性概念の意義を最も深く理解し、かつ根底的な批判を行ったのが、ハーバーマ

スであろう19。ハーバーマスによれば、アーレントの公共性概念の意義は、その古典的

理論への固執ゆえに、「政治的なるもの」の本質的に実質的な内容が、今日の政治的過

程から、明らかに消滅していることに光を当てているということである20。しかし、同

時に、その固執ゆえにアーレントは、現代的な諸問題には適用出来ない公共性および政

治概念の犠牲になっているのであるという。それは、「諸社会問題を行政的に処理する

ことから免れた国家、社会政策の諸問題から純化された政治、福祉の組織化から独立し

た公共的自由の制度化、社会的抑圧の前では立ち止まる根底的な民主主義的意志形成、

といったパースペクティブである。が、それは、どのような現代社会にとっても考えら

れうる道ではない21」。公共性は、「政治権力を巡る戦略的競争および政治組織における

権力の行使にまで、拡げられねばならない」。そうでないと、アーレントが救い出した

公共性概念を現代的な諸問題に適用出来ないからである。こう述べた際、彼が念頭に置

いていたのは、現実政治において、権力が行使する構造的な強制力、つまり、イデオロ

ギー形成という現象をコミュニケーション的合理性の光のもとで批判するということ

である。 
 ハーバーマスによれば、構造的な強制力とは、「強制力とは表明されないで、むしろ、

正当性にとって有効な確信が形成され育成される場のコミュニケーションを、密かに阻

止する」ものである。そして、構造的な強制力によって目立たないように作用するコミ

ュニケーション阻止についてのこのような仮説が、イデオロギーの形成を説明すること

が出来るという。「それは、諸主体を自己と自己の状態について自己欺瞞させてしまう

確信がいかに形成されるかを、納得させることが出来る。共通の確信が持つ権力によっ

て粉飾されている幻想を、我々はまさにイデオロギーと呼ぶ22」。 
さらに彼は、アーレントが公共性概念を実現可能なものへと高めること、つまり、コ

ミュニケーション的合理性を形成出来なかった理由を次のように指摘する。「彼女は理

論と実践との間の古典的な区別に固執する。その場合に実践は、厳密な意味では真理た

り得ない意見と確信に支えられている」。つまり、アーレントは、究極的な明証性に基

づく理論的認識に固執するため、実践的な諸問題に関する了解を理性的な意志形成とし

て捉えることが出来ないのである。これに対して、ハーバーマスは、実践的な諸観点の

普遍化可能性を吟味し、論証から切り離さないのであるならば、「共同の確信が持つ権

力に対してもまた、ある認識的な基礎が要求される。そうなれば権力の根拠は、論証的

に解決可能で、原則的に批判可能な妥当性要求が実際に承認される23」と主張する。 
これこそ、彼の『コミュニケーション的行為の理論』の主眼24であるが、アーレントは、

この可能性に反対し、認識と意見との間の深淵が開かれたままに残し、コミュニケーシ

ョン的な実践の概念には向かわず、意見が帯びる権力のために別の根拠、つまり、契約

や同意といった自然法の伝統に立ち帰ってしまったのである。 
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４．公共性の再定義（２）－正常化25（nomalization）の批判のために 
・アーレントの「社会的なもの」（the social）の問題 
 前述のハーバーマスの批判にあったように、古典的理論に固執し、明確に「公」と「私」

を区分するアーレントの公共性概念は、現代社会の諸問題に適切に対処することが困難

なように思われる。しかも、アーレントの公共性概念の問題は、それだけではない。ア

ーレントが公共性概念の意義を救い出そうとしたのは、「社会的なもの」の支配からで

あるが、彼女の「社会的なもの」の概念規定そのものにも問題がある。アーレントによ

れば、社会とは、「生命維持のためにのみ存在する相互依存の事実が公的な重要性を帯

び、ただ生存にのみ結びついた活動力が、公的領域の中に現れるのを許されている形式

である26」という。社会は、その構成員の生命維持のための必要を充足させるために、

さまざまな規則を課すことで、構成員を「正常化」し、彼らを「行動」させ、個々人の

ユニークで自発的な「行為」の可能性を排除する傾向を持っている。アーレントは、人々

が、正常な規範に従う行動を繰り返すことで、政治的に無力な生へと飼い慣らされてし

まうことを恐れたのである。だが、ここで、問題なのは、彼女がこの「社会的なもの」

の全領域を「公的なもの」の外側に排除し、脱―政治化を図ったことで、「公的なもの」
の批判的な力が「社会的なもの」の内側に囲い込まれてしまったのである。齋藤氏は、

このような逆説を指して、次のように述べている。「アーレントは、身体とその必要を

実質的に定義し、生命を保障するという膨大な権力を、公共的空間の政治から取り去り、

行政権力にあずけてしまった27」と。アーレントの「社会的なもの」の論考は、今日の

社会の変容28において極めて深刻な問題を孕んでいる。 
 
・ハーバーマスの討議論理の問題点 
 ハーバーマスは、公共性のあるべき姿として、合意形成のための討議の空間として捉

えた。彼の討議論理は、批判可能性、普遍妥当性を要請し、討議に参加する者は、より

合理的と思われる論拠のみを受け入れ、それを自己の意思形成の動機付けとする。この

ような参加者の合理的な動機付けによって、不合理な論拠は退けられ、ついには参加者

の間に一定の合意が形成される。「道徳規範の妥当性や政治権力の正統性はこのような

合意によって根拠付けられねばならない」とされる。しかし、このような討議論理のプ

ロセスには、既存の合意の批判的解体という側面もあるはずである。齋藤氏は、この点

に着目して、次のように述べる。「ハーバーマスの議論を詰めていけば、批判・反省の

過程と合意形成の過程が並行するという保証は失われるだろう。既存の『合意』の批判

的解体が新たな合意の形成としては進行せず、『よりよい論拠』かどうかを判断する尺

度、すなわち何をもって合理的とするかの基準そのものが問題化されるだろう。討議は、

透明な合意に収斂する代わりにアポリア（行き詰まり）を産出するはずである29」と。 
 ハーバーマスの討議は、それに参加する者をよりよい合意形成へと向かわせる（学習

過程となる）、つまり「正常化」することの積極的側面のみを見ているように思われる。

しかし、皮肉なことに、既存の妥当性を批判的に吟味すべき討議論理のプロセスは、そ

の参加者自身を「正常化」するという「学習過程」にもなるのである。 
 以上、一方では、アーレントは、社会の「正常化」を批判するために、公共性から「社
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会的なもの」を取り去り、公共性の批判的な力が「社会的なもの」の権力、行政権力に

対して無力化されてしまったこと、そして他方で、ハーバーマスは生活世界の植民地化

（ある意味で「正常化」）に対して、コミュニケーション的合理性、討議論理によって

対抗しようとしたが、皮肉なことに、「正常化」を再構築する危険を孕んでいるという

ことを確認した。 
 
・公共性の政治的価値を巡って 
両者の公共性概念の問題をいかに克服すべきであろうか。まず、アーレントについて

は、彼女の「行為」（action）概念を再解釈するということである30。アーレントの行為

概念には、その予言不可能性のために、「その特定の内実がいかなるものであれ、つね

に新たな関係性を打ち立てるものであり、それゆえあらゆる制約を突破し、あらゆる境

界を横断する内在的な傾向を持っている31」ものである。つまり、「行為」は、「行動」

とは別次元の活動様式ではなく、「社会的なもの」の空間内部で不断に新しく生まれて

くるものとして捉え直すことが出来るのである。このことは、「社会的なもの」、「私的

なもの」の領域も行為がなされうる空間として描き直すことの可能性、「公」と「私」

の区別を書き換える政治的可能性を復権させる論考となろう。 
次に、ハーバーマスについては、討議論理の合意形成の裏面にも眼を向けることであ

る。つまり、「討議は合意が形成され過程であると同時に不合意が新たに創出されてい

く過程でもある。合意を形成していくことと不合意の在り処を顕在化していくことは矛

盾しない32」ということへの注視である。齋藤氏は、これを意思決定の「可謬性」への

注視と呼び、「意思決定の『可謬性』を重視するということは、意思形成過程そのもの

における不合意に意図的にアテンションを向ける33」ことであるという。このことは、

公共性の批判的な力を復権させる論考となろう。 
 以上のような、齋藤氏のアーレントとハーバーマスへの批判は、公共性の政治的価値

を復権させるものとして意義深いものがある。齋藤氏によれば、公共性の政治的価値は

二つあり、第一は、「自由」（freedom）であるが、それは単なる「解放」（liberty）以上
のものである。そして、第二は、「排除への抵抗」（resistance against exclusion）であると
いう34。しかし、齋藤氏のアーレントやハーバーマスへの批判は、公共性の政治的価値

の第二のもの（排除への抵抗）に収斂されており、自由については明確になされていな

い。自由と公共性の連関におけるアーレントの強調点、「自由は単なる解放以上のもの

である」ということは、自由は、排除や圧制からの解放からは自動的に帰結しないとい

うこと、つまり、「解放と自由との間には、深淵が開いている35」ということなのである。 
自由の深淵へのアーレントの洞察は、齋藤氏も採り上げたアーレントのルネ・シャー

ルの詩からの引用で、氏が採り上げなかった部分、「我々の遺産は、遺言一つなく残さ

れた36」に存する。ルネ・シャールや「革命の人々」にとって、「我々の遺産」とは、革

命の時に、人々の共同的な生の在り方が自発的に発揮されたという経験であり、それは、

公的自由や公的幸福と呼ばれたものである。そして、正に、この遺産の遺言のなさ（自

由の深淵の合理化不可能性）を巡って、アーレントとハーバーマスは対立しているので

ある。あくまでも政治的行為やコミュニケーション的行為を、合理化出来ないもの、つ
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まり、明証性としての認識においては捉える事が出来ぬものと解するアーレントの理解

は、ルネ・シャールの困惑を的確に捉えている。これに対して、ハーバーマスは、この

「遺言」をも、合理性の下で捉えることが出来るものと解釈するのである。両者の公共

性概念の相違は、この「自由の合理化可能性」の可否にこそ、求められるべきである。

そして、この相違が決定的になるのは、正に公共性概念が、政治的―社会的様相と並ん
で、常に「明証性」の様相を保持しているということを承認するか否かという、公共性

概念そのものの理解に関わってくるように思われる。                       

 
５．自由の逆説 
 冒頭で述べたように、公共性概念における明証性の様相は、人間の真理認識という古

典的な概念に由来しており、それ故、独特な逆説を持っている。それは、一方では、万

物が普遍的な光によって照らし出され、評価されながら、他方では、人間の有限さ、つ

まり、人間の認識によっては万物を捉えることが出来ないという限界が明らかになると

いう逆説である。ここから、先に述べた、古代ギリシア悲劇、神託に反したオイディプ

スの偉大で苦渋に満ちた逆説が生まれた。アーレントは、この逆説に基づいて、「自由

とは何か」を問うている。「自由とは何かという問いを立てるのは展望のない企てのよ

うに思える。論理的に両立しえないディレンマに精神を追い込む古来の矛盾と二律背反

がそこには待ち受けている…この困難は、我々の意識や良心―我々は自由であり従って
責任の能力をもつことを我々に告げる―と、外部世界における我々の日常経験―そこで
は我々は因果律に従う―との矛盾として要約できよう37」。 
 我々は、この問いとその困難が、キリスト教の罪の教説に基づいていることを想起出

来る。パウロの『ローマ人への手紙』第 1 章２０、２1 節では、「したがって、彼らに
は弁解の余地がない。なぜなら、彼らは神を知っていながら、神としてあがめず」と記

されており、人間が不可避的に、必然性によって罪を犯すにも関わらず、その行為に対

して責任を持たねばならないということの逆説が示されている。この逆説的な説明につ

いて、R.ニーバーが、『人間の本性と運命38』の第一巻、『人間の本性』の第 9 章「原罪
と人間の責任」において議論している。ニーバーによれば、この問題を分析するために

は、まず誘惑と罪の不可避性との関係を分析する必要があるという。人間の状況それ自

体の中には、「罪への傾向」（the temptation to sin）があり、この状況というのは、「精神
としての人間は、自分を包含している時間的自然の過程を超越するものであり、また、

彼自身をも超越するものだということである。このように、彼の自由は彼の創造性の基

盤であり、また、誘惑でもある。一方、彼は自然の過程の偶然性と必然性の中に巻き込

まれているために、他方、彼はそれらのものの外に立ち、それらの気まぐれと危険とを

予見するために、不安なのである。この不安において、彼は自らの有限性を無限性に、

自らの弱さを強さに、自らの依存性を独立性へと変えようと努めるのである39」。 
 キルケゴールは、『不安の概念40』において、不安と自由との関係を分析するが、その

際、次のように述べている。「不安は自由の眩暈なのだ。眩暈がおこるのは、精神が総

合を措定しようとするとき、自由がおのれの可能性のなかをのぞきこみ、しかもその身

を支えようとして有限性に手をのばすときである。この眩暈のなかで、自由は失神して
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倒れる…まさしくその瞬間に、すべては一変する。そして自由がふたたび立ち上がった
とき、自由は自分が負い目ある身であることを見出す41」と。そして、ニーバーは、こ

の「瞬間」（moment）に、人間の罪の不可避性と責任との逆説的な関係があることを見
出すのである。罪とは、人間が自己を発見し、その特殊の状態、条件からおこる誘惑に

基づくのではなく、「もしも、罪が人間の状況の中に既に導入されていなかったら、有

限性と自由の状況は、罪に導きはしなかったという、不可避性と責任との逆説的関係42」

に基づいているのである。ここでいう罪とは、先行する罪、神への不信仰として描かれ

ている。 
 キルケゴールによって分析され、そして、ニーバーによって省察された「不安」とい

う人間の宗教的経験は、我々に自由の実現が、先行する罪の実現でもあるという逆説を

提示する。それは、「人間は自分が自由でないということを発見することにおいて最も

自由である」という逆説である。我々は、このような自由の逆説から、現在の公共性を

巡る問題に対して、どのような意義を認めることが出来るだろうか。それは、自由の逆

説が、公共性の明証性の逆説と深い連関を持っているということに認められるであろう。   
我々は、先に、公共性の政治的価値の復権を標榜するために、「公」と「私」の区分

を描き直す可能性や、また、合意を批判的に解体する批判的な力を取り戻す営為が、同

時に、公共性の意義そのものの自明性への懐疑を呼び覚ますという危険を確認した。こ

のような危険に対して、公共性の政治的価値のみに注目する議論は、公共性の内在的な

批判の力を認めていく有効な手掛かりを見出していないように思われる。しかし、人間

の宗教的経験に基づく自由の逆説の発見は、公共性の明証性の様相が持つ、内在的な批

判の力を認めるものであり、それが意味するものは、「人間が行為においてその自由を

誤用することを認識する43」力を人間自らが内在的に持っているということである44。

公共性の政治的価値を巡る論考は、明言はしないが、自由の逆説としての公共性の明証

性の様相を前提としているのである。 
 
６．結びにかえて 
 本発表において我々は、公共性概念を巡って、その基本的特徴を確認したが、特に、

18 世紀の啓蒙理性の要求によって、公共性概念に与えられた政治的価値を、今日にお
いて復権させようと標榜するアーレントとハーバーマスの公共性論を中心に扱った。そ

の際、両者の共通点よりも、むしろ相違点を検討した。そして、両者の公共性論の大き

な相違は、公共性の明証性の様相を巡る対立として理解出来るということを確認した。

次に、公共性の明証性の意義について、その由来を人間の宗教的経験に求めて、自由の

逆説としての公共性という命題を提出した。この命題は、アーレントの公共性概念にお

いて、その「公」と「私」の区分を巡って批判が集中し、従来あまり議論されなかった、

彼女の最も啓発的な洞察の一つである、人間の自由と公共性との連関について考察する

ための前提となる視点を提示し得ると思われる。 
 
 

（いまで・としひこ 京都大学大学院文学研究科博士後期課程） 
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